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構造改革の経緯

平成１３年 平成１４年 平成１５年 平成１６年

小泉内閣発足
平成１３年４月

小泉内閣発足
平成１３年４月 構造改革特区推進

本部設置
平成１４年７月

構造改革特区推進
本部設置
平成１４年７月

地域再生本部
設置

平成１５年１０月

地域再生本部
設置

平成１５年１０月

特区、地域再生、規
制改革・民間開放集
中受付の実施
平成１６年６月

特区、地域再生、規
制改革・民間開放集
中受付の実施
平成１６年６月

平成１４年度
中間取りまとめで
特区制度を提案
平成１４年７月

平成１４年度
中間取りまとめで
特区制度を提案
平成１４年７月

規制改革・民間開
放推進本部設置
平成１６年５月

規制改革・民間開
放推進本部設置
平成１６年５月

総合規制改革会
議設置

平成１３年４月

総合規制改革会
議設置

平成１３年４月

道路関係四公団民営化
推進委員会設置
平成１４年６月

道路関係四公団民営化
推進委員会設置
平成１４年６月

郵政三事業の在り方につ
いて考える懇談会設置
平成１３年６月

郵政三事業の在り方につ
いて考える懇談会設置
平成１３年６月

経済財政諮問会
議設置

平成１３年１月

経済財政諮問会
議設置

平成１３年１月

特殊法人等改革推進
本部設置

平成１３年６月

特殊法人等改革推進
本部設置

平成１３年６月

観光立国行動
計画決定

平成１５年７月

観光立国行動
計画決定

平成１５年７月
道路公団民営化関連

４法案成立
平成１6年６月

道路公団民営化関連
４法案成立
平成１6年６月

日本郵政公社発足
平成１５年４月

日本郵政公社発足
平成１５年４月

三位一体の改革
検討開始（骨太２００２）

平成１４年６月

三位一体の改革
検討開始（骨太２００２）

平成１４年６月

三位一体の改革の
推進（骨太２００４）
平成１６年６月

三位一体の改革の
推進（骨太２００４）
平成１６年６月

郵政民営化に関す
る有識者会議設置
平成１６年４月

郵政民営化に関す
る有識者会議設置
平成１６年４月
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地域再生の提案募集・計画認定の仕組み

地域の意思決定の
裁量拡大

地域の意思決定の
裁量拡大

民間の知恵や創意
工夫を最大限活用

民間の知恵や創意
工夫を最大限活用

地域

民間等だれでも可 自治体
連携

内閣官房　地域再生推進室

各省

③調整

①
提
案

　 　
②
提
案

⑤
認
定

④
認
定

申
請

募
集

地域再生計画

メニュー化

地
域
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム

地
域
再
生
プ
ロ
グ
ラ
ム

国

提案内容、各省庁との協議・交渉の経過等は、すべてホームページ上で公表します。提案内容、各省庁との協議・交渉の経過等は、すべてホームページ上で公表します。

こ
れ
ま
で
は
、
国
が
一
方
的
に
立
案

こ
れ
ま
で
は
、
国
が
一
方
的
に
立
案

地
域
の
人
々
が
国
の
政
策
立
案
に
参
画

地
域
の
人
々
が
国
の
政
策
立
案
に
参
画
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地域再生の経緯

平成１５年１０月２４日 地域再生本部発足　本部長：内閣総理大臣 （第１回本部）

平成１５年１２月１９日 「地域再生推進のための基本指針」決定 （第２回本部）

平成１６年１月１５日
地域再生構想の提案募集の締め切り

提案主体数：３９２、構想数：６７３

平成１６年２月２７日

「地域再生推進のためのプログラム」決定

地域限定措置　２３件

全国措置　　　　１１８件

（第３回本部）

平成１６年５月２７日 「今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略」決定 （第４回本部）

平成１６年６月２１日
第１回地域再生計画認定

認定件数　２１４件

平成１６年６月３０日
地域再生構想の提案募集の締め切り

提案主体数：３８５、構想数：６５２

平成１６年９月１０日

「地域再生の６月に募集した提案に対する政府の対応方針」決定

地域限定措置　２件

全国措置　　　　１１件

（予算編成に関連するものは、提案の実現に向けて引き続き検討）

（第５回本部）

平成１６年１２月８日
第２回地域再生計画認定

認定件数　３６件

平成１７年２月４日 地域再生法案を閣議決定、国会提出
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補助対象施設等の有効活用

補助対象施設等の有効活用を盛り込んだ計画数 ６０

支援措置 計画数

公共施設の転用に伴う地方債繰上償還免除 ２０

公共施設を転用する事業へのリニューアル債の措置 １３

補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用の弾力化 １９

勤労青少年ホームの施設転用 ３

社会福祉施設の転用の弾力的な承認 ３

下水道補助対象施設における目的外使用承認の柔軟化 ４

公営住宅における目的外使用承認の柔軟化 ４

補助対象施設の有効活用 ２０
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認定された地域再生計画の例
(住環境・コミュニティ再生、地場産業・中小企業活性化分野）

補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用を弾力化し
て、廃校をコミュニティ活動の拠点として活用する等、コミュニティ
サービス事業（一人暮らしの高齢者や一人親家庭への支援等）
の活性化を図る。

•コミュニティ活動の担い手創出：1万9千人（H16）→2万6千人（H20）
•コミュニティ活動の経済規模：892.9億円（H16）→1237億円（H20）

大阪元気コミュニティ創造サポート計画【大阪府、高槻市】
（平成１６年６月２１日認定）

バイオマスタウンの実現に向けて関係省庁が一体となった支援を行う
ことで、環境をキーワードにした地場産業の活性化・高度化・鯖江版
ISOの推進など、「環境国際都市」実現に向けて施策の集中を図り、
SABAE環境ブランドの確立を目指す。

•二酸化炭素排出量の大幅な削減。
•数十名の雇用増。
•観光客約５％増。

環（わ）のまちづくり計画【福井県鯖江市】
（平成１６年６月２１日認定）
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認定された地域再生計画の例
（産業再生・産学連携・雇用創出、
　都市農村交流・農林水産・バイオマス分野）

下水道補助対象施設の目的外使用承認を柔軟化して、下水処理場か
ら発生するメタンガス等のエネルギー源を利用するなど、「マイクログリッ
ド」（エネルギー版の地産地消＝小規模電力網）の実証研究を通じて産
業の活性化と新エネルギーの導入を図る。

•新しいエネルギービジネスの創造により、新産業が創出
•先進的なエネルギー供給形態が整備されることにより、技術開発・
経済モデル構築等のノウハウを蓄積・活用　

マイクログリッドによる八戸地域再生計画【青森県八戸市】
（平成１６年６月２１日認定）

東部終末処理場

バイオガスエンジン

イベント等に伴う道路使用許可の円滑化を行い、まぐろを中心
とした漁業と三浦大根で有名な農業（１次）、水産加工（２次）、
観光（３次）を連携させた三浦独自の「６次経済の構築」を目指
す。

•観光客数：４２９万人（Ｈ１３）→６００万人（Ｈ２２）
•観光客一人当たり消費額：２１８９円（Ｈ１３）→３０００円（Ｈ２２）　

６次経済の構築による三浦スタイル展開プロジェクト【神奈川県三浦市】
（平成１６年６月２１日認定）
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認定された地域再生計画の例
(国際交流・観光、文化・生涯学習分野）

伊豆アドベンチャーレースを中心とする伊豆の自然を活用したイベント開催等による地域再
生【静岡県松崎町他】（平成１６年６月２１日認定）

イベント等に伴う道路使用許可の円滑化を行い、公道をコース
に組み込み、協議エリアを伊豆全域に拡大、総延長２２０ｋｍと
いう国内最高レベルの冒険レースを行う。

•地域内消費金額：約１千万円。（２００４年大会実績）
•コース延長１３０ｋｍ（２００３年）→２２０ｋｍ（２００４年）
•大会日程：２日間（２００３年）→３日間（２００４年）

「音楽のまち・かわさき」推進計画【神奈川県川崎市】（平成１６年６月２１日認定）

イベント等に伴う道路使用許可の円滑化を行い、街角で気軽
に音楽を楽しめる環境づくりを進め、まちに音楽が溢れ、感性
豊かな心を育むなど、「うるおいのある豊かな地域社会の実現」
を目指す。

•音楽公演等の増加：700公演（H15）→780公演（H16）



9

認定された地域再生計画の例
（生活福祉分野）

空き教室を活用する子育ち支援【神奈川県横須賀市】（平成１６年６月２１日認定）

補助金で整備された公立学校の廃校校舎等の転用を弾力化し
て、安全で充実した環境の中で学童クラブの運営を行うことに
よって、保護者に安心感を与え、家庭の経済的負担も軽減する。

•学童クラブの利用人数：６０人増
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今後の地域再生の推進にあたっての
方向と戦略（平成１６年５月２７日地域再生本部決定）の骨子

地域の問題意識等を踏まえ、地域再生本部としての今後の取組の姿勢を明確に示す観点から、地域が再生に
向けた取組を自主裁量で戦略的に実施できるようにするため、更なる施策の展開の方向と戦略を決定。

１．ねらい

各種政策手段を組み合わせた「地域の地力全開戦略」としての取組を、「三位一体の改革」にも資する方向で
強力に推進。推進にあたっては、次の点について、府省横断的なものも含め、補助金改革等を実施。

２．展開の方向

①知恵と工夫の競争のサポート・促進
　・地域再生に必要なひとづくり、人材ネットワークづくりに資する活動への支援
　・既存の諸施策において、地域再生を重視する方針を明確化し、手段を具体化
　・権限委譲推進のための支援の充実及び分野に応じた制度改正等

②自主裁量性の尊重、縦割り行政の是正、成果主義的な政策への転換
　・主要政策テーマ（地域観光、産学連携、地域介護・福祉等）ごとに施策をパッケージ化等
　・地域の視点から補助金改革を推進
　・補助金等により整備された施設の有効活用等、既存ストックの活用

③民間のノウハウ、資金等の活用促進
　・外部経済効果等の高い民間プロジェクトへの民間資金の誘導促進
　・アウトソーシングを促進するための環境整備

・６月に実施する提案募集を踏まえつつ、予算編成に関連するもの等について翌年１月、早期に制度改正が可
能なものについて９月に、新たな施策のプログラムを決定。法制度の整備について検討。

３．展開の戦略
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経済財政運営と構造改革に関する基本方針2004
（骨太２００４）抜粋

第１部「重点強化期間」の主な改革

１．「官から民へ」、「国から地方へ」の徹底

（３） 地域の真の自立

（三位一体の改革）

（略）

・国庫補助負担金の改革については、税源移譲に結び付く改革、地方の裁量度を高め自主性を大幅に拡大
する改革を実施する。併せて、国・地方を通じた行政のスリム化の改革を推進する。その際、国の関与・規制
の見直しを一体的に行うことが重要である。

第２部　経済活性化に向けた重点施策

１．地域再生

（１）地域再生の積極的展開

　やる気のある地方公共団体、住民や地域の民間企業等との協力の下に自主性と創意工夫を活かしながら、それ
ぞれの地元の特性を踏まえた地域間競争を通じて地方経済の活性化を図ることにより、地域の再生を実現する。

•地域の政策的ニーズにより積極的に対応した施策を実現し、地域が再生に向けた取組を自主裁量で戦略的
に実施できるようにするため、「今後の地域再生の推進にあたっての方向と戦略（平成16 年５月27 日本部決
定）」等に基づき、地域再生本部において更なる施策の展開を積極的に図る。

•「国から地方へ」「官から民へ」との考え方の下、地方の権限と責任を大幅に拡大するなど、「三位一体の改
革」にも資する方向で、各種政策手段を組み合わせた「地域の地力全開戦略」としての取組を強力に推進す
る。推進するにあたっては、下記について、府省横断的なものも含め、補助金改革等を行い、持続可能な地
域の再生につなげる。

（以下略）
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地域再生に対する地域の声

かやぶき古民家や豊かな自然を活
かして、農業振興、都市農村交流
を促進し、日本一の田舎をつくる。

［規制改革等］
　古民家による民宿経営のための建築基準の緩和
［補助金改革］
　生活排水やみちづくりに関連する補助事業の一元化

日本一の田舎づくり構想【京都府美山町】

サテライト型特別養護老人ホーム
や小規模多機能拠点を計画的に
整備し、包括的なケアシステムを
構築。
［規制改革等］
サテライト型特別養護老人ホーム向けの施設基準緩和
［補助金改革］
　多様な福祉・介護の拠点の一体的整備のための補助
制度の再構築

介護のまちづくり地域システム構想【東京都稲城市】

地域からの総合的な戦略の例 補助金改革の提案の例

下水道、集落排水、合併処理浄化槽に関する補助
金の一元化　　　　　【岩手県、京都府美山町ほか】
　　　　　　　　　（国土交通省、農林水産省、環境省）

老人ホーム、通所介護、訪問介護等の多機能サー
ビス拠点のための補助金の整理統合
　　　　【東京都稲城市、愛媛県ほか】（厚生労働省）

小学校、幼稚園・保育園の総合施設、児童館の機能
を持つ複合施設の整備のための補助金の整理統合
　　　　【東京都千代田区ほか】（文部科学省、厚生労
働省）

バイオマス利活用のための研究開発、施設整備等
のための複数の補助金の整理統合　　　　
　【神奈川県三浦市ほか】（農林水産省、環境省等）

学校等の各種公共施設や一般の住宅・建築物の耐
震化のための各種補助金の一元化　　　　
【愛知県犬山市ほか】（文部科学省、国土交通省等）

このほか、商店街振興、ＩＴ、産学連携、ものづくり
など地域が考える政策テーマは多岐にわたる。

生活排水

介護・福祉

こども

環境

防災
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地方公共団体が
自主的に作成する

「地域再生計画」
地域再生基本方針地域再生基本方針

　　　特別の措置

①課税の特例
②地域再生基盤強化交付金
③補助対象施設の転用手続
　の一元化・迅速化

　　　特別の措置

①課税の特例
②地域再生基盤強化交付金
③補助対象施設の転用手続
　の一元化・迅速化

地域再生に
必要な事業

支支
援援

本部本部

地方公共団体 国

地域再生法案のスキームについて

地域再生　（地域における創意工夫を生かした地域経済の活性化、
雇用機会の創出その他の地域の活力の再生）

地域再生　（地域における創意工夫を生かした地域経済の活性化、
雇用機会の創出その他の地域の活力の再生）

認認
定定
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　　　　　　　　　　　　●　省庁の壁を超えて一本化した三種類のテーマ別交付金を内閣府に一括計上

　　　　　　　　　　　　●　内閣府が、地方公共団体の地域再生計画を（例えば）５年分まとめて認定

　　　　　　　　　　　　●　地方公共団体の判断で「年度間の流用」「他の類似事業への充当」が可能

　　　　　　　　　　　　●　交付金交付に係る事務手続は、省庁の枠を超えて一体的に実施。窓口も一元化。　　
　　　　　　　　　　　　　

◆ポイント

内閣府への一括計上による省庁横断的な補助金改革

分かりやすい

使いやすい

内閣府

政府として一体的に取り組むため

予算を一括計上

地
域
再
生
計
画 他の施設にも充当可

５年分の事業計画
をまとめて認定

施設

施設

ａ

ｂ

ｃ

年度間流用ＯＫ

施設

次年度

類
似
機
能
の
施
設
の
予
算

地 方 公 共 団 体

執行は各省が
適正に実施

ワンストップ窓口で
手続を一本化

交
付
の
申
請
・
決
定

・道整備交付金
　【道路(国交省）、農林道(農水省）】

・汚水処理施設整備交付金
　【下水道(国交省）、集落排水(農水省）、
　　　　　
　　浄化槽（環境省）】

・港整備交付金
　【港湾（国交省）、漁港（農水省）】
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地域再生税制について

投資家投資家

＜地域再生事業の基本的考え方＞
（１）従来公的主体が主に担っていた事業
（２）収益性の観点から民間の積極的参入が期待できない事業
であるが、地域再生を推進する上で民間事業者の参入が望まし
いと考えられる分野

＜具体的事業内容＞
①公益的施設の整備・運営
②環境対策に資する施設の整備・運営
③施設整備・運営を通じた地場産業支援
④地方公営事業の民営化

出資に対する税制上の特例措置

　 　　①投資額控除

　　　 ②損失繰延

　 　　③譲渡益圧縮

出資に対する税制上の特例措置

　 　　①投資額控除

　　　 ②損失繰延

　 　　③譲渡益圧縮

地域再生計画
内閣総理大臣の認定

出　資

　地域再生に資する事業を行う民間企業に対する投資について税制上の優遇措置を

講じ、当該事業に対する民間資金を誘導することにより「民間の力による地域再生」

を促進

　地域再生に資する事業を行う民間企業に対する投資について税制上の優遇措置を

講じ、当該事業に対する民間資金を誘導することにより「民間の力による地域再生」

を促進

地域再生事業を行う企業地域再生事業を行う企業
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補助金等適正化法の手続の特例について

＜手続の特例による効果＞

①内閣府によるワンストップ窓口
　→　地方公共団体の手続に係る負担を軽減

②計画認定に要する処理期間３ヶ月以内
　→　迅速な手続処理の促進

＜手続の特例による効果＞

①内閣府によるワンストップ窓口
　→　地方公共団体の手続に係る負担を軽減

②計画認定に要する処理期間３ヶ月以内
　→　迅速な手続処理の促進

内閣府内閣府

文部科学省
（廃校、公民館）

文部科学省
（廃校、公民館）

農林水産省
（漁村センター）

農林水産省
（漁村センター）

①地域再生計画
認定申請

④計画認定

②調整

Ａ　

市

Ａ　

市

③同意

②調整

③同意

Ａ　

市

Ａ　

市

文部科学省
（廃校、公民館）

文部科学省
（廃校、公民館）

農林水産省
（漁村センター）

農林水産省
（漁村センター）

①承認申請

②使用承認

①承認申請

②使用承認

◆現行の補助金等適正化法上の手続◆現行の補助金等適正化法上の手続

◆地域再生法（仮称）上の手続◆地域再生法（仮称）上の手続
(補助対象財産の転用によ
る地域再生)

①廃校
　→社会福祉施設
②公民館
　→文化会館
③漁村センター
　→農産物展示販売施設

(補助対象財産の転用によ
る地域再生)

①廃校
　→社会福祉施設
②公民館
　→文化会館
③漁村センター
　→農産物展示販売施設

補助金等適正
化法上の承認
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既存集落

定住促進区域１定住促進区域１

（集落近接型）（集落近接型）

汚水終末処理場

廃校

汚水処理施設整備
交付金の活用
汚水処理施設整備
交付金の活用

集落排水の延長

浄化槽の設置

公民館 地域再生事業を営む会社

課税特例による投資促進課税特例による投資促進

農家民宿のための
規制緩和

都市住民の農地取得
のための規制緩和

バイオマス発電施設

バイオマス交付金
の活用

地域再生計画のイメージ
（農山村地域の生活環境改善）

補助対象施設の転用
（廃校等→社会福祉施設等）

補助対象施設の転用
（廃校等→社会福祉施設等）

定住促進区域２

（別荘地型）
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地域再生計画のイメージ
（市街地の道路網整備）

農道

まちづくり交付金の活用

バス路線開設による集客効果バス路線開設による集客効果

既成市街地既成市街地

駅前広場駅前広場

林道
市町村道市町村道

駅
廃校

中心市街地整備活性化法による支援

社会福祉施設

市内循環ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ路線市内循環ｺﾐｭﾆﾃｨﾊﾞｽ路線

バス路線バス路線

地域再生事業を営む会社Ⅰ

課税特例による投資促進課税特例による投資促進

補助対象施設の転用　　　　
　（廃校→起業支援施設）

補助対象施設の転用　　　　
　（廃校→起業支援施設）

地域再生事業を営む会社Ⅱ

集出荷施設

道整備交付金の活用道整備交付金の活用
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水産加工の際に発生
する廃棄物の処理施
設を株式会社が運営

港整備交付金の活用港整備交付金の活用

漁村環境施設の一部を
転用し、特産品の展示
販売施設として活用

係留施設、臨港交通施
設、廃棄物処理施設の
整備に交付金を活用

課税特例による投資促進課税特例による投資促進 補助対象施設の転用補助対象施設の転用

地域再生計画のイメージ
（港町の再生）
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「特区」と「地域再生」が「車の両輪」となって
地域の活性化を強力に推進

計画
（地域が自ら考えた地域特性
を活かした政策・事業群）

※目標、目標を達成するため
に必要な事業、期間等を明記

地　域

提案
（地域の自主裁量性を高める
ための制度改革等）

アイディア合戦（「地域戦略メガコンペ」）
↓

地域の計画を一括支援
↓

バラマキ的手法によらない地域の活性化を実現　

【基本方針】
（例）
・株式会社、NPO法人に
よる学校設置
・農地貸付方式による株
式会社の農業参入
・公設民営方式による株
式会社の特養ホーム経営
・税関の執務時間外にお
ける通関体制の整備

【基本方針】
（例）
・株式会社、NPO法人に
よる学校設置
・農地貸付方式による株
式会社の農業参入
・公設民営方式による株
式会社の特養ホーム経営
・税関の執務時間外にお
ける通関体制の整備

構造改革特区

構造改革特別区域法

規制の特例

【プログラム】

（イメージ）

○法律上の特別の措置
・地域再生基盤強化交付
金
・課税の特例措置　等

○連携施策
・目的別、機能別交付金
・その他の支援措置　等

【プログラム】

（イメージ）

○法律上の特別の措置
・地域再生基盤強化交付
金
・課税の特例措置　等

○連携施策
・目的別、機能別交付金
・その他の支援措置　等

地域再生

地域再生法（仮称）

交付金、課税の特例等

知恵と工夫を競うアイディア合戦
（「地域戦略メガコンペ」）
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今後のスケジュール

予定 地域再生

「新たな地域再生のプログラム」を本部決定

３月 地域再生計画認定（第３回） 特区計画認定（第７回）

４月 地域再生法施行

地域再生法に基づく基本方針の閣議決定

特区

２月 対応方針・本部決定
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地域再生計画の認定状況

第１次（平成１６年６月２１日）から第２次（平成１６年１２月８日）まで、
合計２５０件の計画を認定。

都道府県別認定状況
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